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  いらなくなった食用油（廃食油）、いらなくなった食用油（廃食油）、
リサイクルしてみませんか？リサイクルしてみませんか？

消防署からのお知らせ消防署からのお知らせ

６月５日から 11 日までは、危険物安全週間です。
私たちの身の周りには、ガソリンや灯油の他、スプ
レー、塗料など、危険物が含まれているものが多くあ
ります。
また、新型コロナウイルス感染症の予防として、消毒
用アルコールを使用する機会が増えています。
アルコール濃度が一定以上のものは、消防法上の危険
物（第４類アルコール類）に該当するため、使用・保
管には十分に注意しましょう。

≪消毒用アルコール使用時の注意点≫
●台所のコンロなど、火気の近くでは使用しない
●手などを消毒した際は完全に乾いてから火気を
　扱う
●直射日光が当たる窓際での保
　管はしない
●高温となる車内での保管は
　しない

問市民部 生活環境課 (81-2272 問郡山消防本部予防課 (024-923-8172

危険物安全週間市では、さまざまな環境への負荷を減らすため廃食油
の回収を行っています。回収された廃食油は環境に優
しいバイオディーゼル燃料を作るために使用されてい
ます。廃食油を回収することは、身近な河川の水質汚
濁防止やごみ減量化だけでなく、地球温暖化防止にも
効果がありますので、皆さんのご協力をお願いします。
油断せずに、燃やせるごみに入る「油」を「断」ちま
しょう！
＜廃食油の回収＞
●回収場所・時間

・市役所本庁舎・各行政局　　
　各回収場所の敷地内に廃食油回収 BOX が設置
　されています。
・開庁時間内に回収しています。

●回収できる廃食油
植物性の食用油に限ります。※未使用可

●回収方法
①廃食油をペットボトルなどの密閉できる容器に
　入れてお近くの回収場所にお持ちください。
②廃食油回収ボックスのふたを開けて直接流し入
　れてください。職員は常駐していませんのでご
　自身でお願いします。お持ちいただいたペット
　ボトル等の容器はお持ち帰りください。

～困り感を抱えるお子さんやご家族が地域で安心して暮らせる環境づくり～～困り感を抱えるお子さんやご家族が地域で安心して暮らせる環境づくり～
たむら地方児童発達支援センター開設のお知らせたむら地方児童発達支援センター開設のお知らせ
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医療法人　佑和会

雷クリニック
理事長　医学博士　雷 毅

一般内科診療、消化器・肝臓病診療、胃カメラ、
大腸カメラ、日帰り胃・大腸ポリープ切除術、
訪問診療、一般健康診断、ドックなどを行って
います。

TEL  0247-62-6333
三春駅前：三春町担橋 2-1-2

農地法申請、許認可や届出、相続、
契約などの相談から書類作成まで

行政書士　白石 芳郎
（自宅）☎ 0247-77-3452
田村市常葉町久保字川久保 142

電話いただければ、こちらから訪問いたします。

成長や発達で気になる18 歳までのお子さんを対象に、一人一人の課題に合わせ個別や小集団での関わりを通し
て、できるところを伸ばし苦手なところを練習しながら、自分で「できた」「わかる」の体験を積み重ね、自分
らしく健やかに育つための支援を行っています。
また、専任のアドバイザーを配置し、お子さんの成長や発達についてご相談を受け付けています。「ことばの遅
れが心配」「かんしゃくがひどくて大変」「なんとなく発達が気になる」など、お困りの方は、ぜひご連絡ください。

▲連携図 ▲サービス内容

【土曜の子育て相談室】
～関わり方を一緒に考えましょう～
●日時　7 月 2 日 ( 土 ) 午前 10 時～午後 3 時
　※ 1 人 50 分程度（時間帯は要相談、無料）
●場所　たむら地方児童発達支援センター
●対象者　市内在住で、18 歳までのお子さんの発達に関して心配のある家族または本人
●申込　電話でお申し込みください。

問たむら地方児童発達支援センター (73-8056
住所：船引町北鹿又字沼ノ下121 番地 190　受付：平日の午前 9 時 30 分～午後 6 時

脳機能の発達に関係する障害で、自閉症スペクトラム、注意欠如・多動性障害（ADHD）、学習障害（LD）など
があり、その特性の現れ方はさまざまです。
発達障害がある人はコミュニケーションが苦手で、その行動や態度は「自分勝手」とか「困った人」などと誤解
されることがあります。そのため、親や家族が悩みを抱えたり、本人が生きづらさを感じたりするケースが少な
くありません。
発達障害がある人たちが個々の能力を伸ばし、社会の中で自立していくには、周囲の「気づき」と「適切なサポー
ト」そして、発達障害に対する理解が必要です。
発達障害のことでお悩みの場合は、基幹相談支援センターまたはたむら地方児童発達支援センター（(73-8056）
へお気軽にご相談ください。

●日時　6 月 24 日（金）午前 10 時～ 11 時 30 分
●場所　田村地方基幹相談支援センター
●対象者　田村市・三春町・小野町在住の方
●参加費　無料
●申込　電話でお申し込みください。
問・申田村地方基幹相談支援センター (61-5056
障害などの知識や情報を分かち合ったり、悩みを相談したりお互いを支える場です。

田村地方基幹相談支援センターだより田村地方基幹相談支援センターだより

「発達障害「発達障害」っ」ってなあに？てなあに？

「つどいの広場 」～障害のある人や家族が安心して相談できる場所～

児童発達支援センター

アドバイザー相談
子育てサロン

すくすく教室の参加
療育巡回相談　など

幼稚園・保育園
こども園

児童発達
支援事業所

市役所

相談支援事業所

保健福祉事務所

児童相談所

小学校・中学校

支援学校
連携

連携

連携

連携

連携

連携連携

連携 サービス内容
３つの柱

児童発達支援
○お子さんの発達状態や
　特性に応じた支援
○家族向け研修会の開催

地域支援
○幼稚園・保育園・小学校
　中学校への訪問支援
○市の療育支援事業支援

総合窓口
○お子さんの発達相談
○子育てサロンの開催
○各種支援サービスの紹介
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